
議案第４８号 

 

特別職に属する常勤の職員の給与に関する条例及び三田市教育委員会 

教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

特別職に属する常勤の職員の給与に関する条例及び三田市教育委員会教育長の給

与等に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。 

 

令和２年６月５日提出 

 

三田市長 森  哲 男    



三田市条例第  号 

 

特別職に属する常勤の職員の給与に関する条例及び三田市教育委員会 

教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 （特別職に属する常勤の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 特別職に属する常勤の職員の給与に関する条例（昭和３１年三田町条例第

１７号）の一部を次のように改正する。 

  付則に次の２項を加える。 

３ 前項の規定にかかわらず、令和２年７月分から令和３年６月分までの特別職

に属する常勤の職員の給料月額は、同項の規定中「１００分の８０」とあるの

を「１００分の７５」と、「１００分の８５」とあるのを「１００分の８０」と

読み替えて適用し、算定した額とする。 

  （期末手当の特例） 

４ 令和２年６月に支給する特別職に属する常勤の職員の期末手当の額は、第４

条第２項の規定にかかわらず、同項に規定する額に１００分の９５を乗じて得

た額とする。 

（三田市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正） 

第２条 三田市教育委員会教育長の給与等に関する条例（昭和３１年三田町条例第

２０号）の一部を次のように改正する。 

  付則に次の２項を加える。 

３ 前項の規定にかかわらず、令和２年７月分から令和３年６月分までの教育長

の給料月額は、同項の規定中「１００分の９０」とあるのを「１００分の８５」

と読み替えて適用し、算定した額とする。 

  （期末手当の特例） 

４ 令和２年６月に支給する教育長の期末手当の額は、第３条の規定にかかわら

ず、同条に規定する額に１００分の９５を乗じて得た額とする。 

   付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 


